
 

 

２０２６年３月３１日 

 

 

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定について 
 

武蔵野銀行（頭取 長堀 和正）は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（女性活躍推進法）に基づき、性別に関わらず多彩な人材が活躍できる雇用環境の整備を

行うための行動計画を策定いたしましたので、お知らせします。 

 

≪行動計画≫ 

１．計画期間 
２０２６年４月１日～２０３０年３月３１日(４年間) 

 

２．当行の課題 

・管理職に占める女性割合が男性に比べて低い。 
・男性の育児参画意識が浸透し始めたものの、育児休業日数の延伸が進んでいない。 

 

３．目標と取組内容・実施時期 

   以下の取組みを２０２６年４月より実施します。 

 

目標１ 

  管理職に占める女性の割合を３０％以上にする。 

＜取組内容＞ 

 ・キャリア意識の醸成やスキル向上に向けた研修等の支援を強化する。 

 ・働き方や自身のキャリアから生じる不安の払拭を図る。 

 

目標２ 

男性育児休業（出生時育児休業を含む）取得率を１００％以上、 

平均取得日数を２８日以上にする。 

＜取組内容＞ 

 ・育休対象者及び管理者に対する制度周知（取得時期や取得方法等）を徹底する。 

 ・円滑な取得に向け、周囲への一層の理解促進に繋がる職場環境整備等を行う。 

 

以 上 
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